


























議案第 16号資料 
 

辺地総合整備計画策定（変更）に係る理由書 

市 町 名 朝来市 辺 地 名 和田山町竹ノ内辺地 

 

○除雪機購入事業 

歩行式除雪機の使用期間が 20年を経過しているため、老朽化による故障が頻

繁に起き、その都度修理対応しているが部品生産の終了に伴い故障対応が出来

ないため、冬期における市管理道路交通の確保を安全かつ円滑に行うために除

雪機の更新を行う。 

 

 

○市道鴨線 市道鴨山根線 道路改良事業 

  舗装の路面の老朽化が著しく、車両及び歩行者の通行に支障を来しているため 

本路線の舗装工事を実施する。 

 

 

○市道内海線 交通安全施設整備事業 

  本路線は内海地区の重要な幹線道路である。特に河川と並行して集落内へ向かう 

 唯一の生活路線である。 

 道路の入り口には集落がなく、特に夜間は交差点の確認が困難であり、また夜間 

歩行者の安全を確保するため、安全施設の整備を行う。 

 

（記載要領） 

 まず、総論について記述し、その後事業ごと（道路なら個別路線ごと）に、①必要性、

②緊急性、③効果について詳述すること。 
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辺地総合整備計画策定（変更）に係る理由書 

市 町 名 朝来市 辺 地 名 土肥辺地 

 

○除雪車購入事業 

現在使用している車両が 30 年を経過し、車検時以外での修繕費用が年々増加してお

り、また当該車両に適合する部品の調達も困難となっていることから、冬期降雪時にお

ける市管理道路交通の確保を円滑に行うために車両の更新を行う。 

 

 

○山口小学校スクールバス更新事業（新規事業） 

 山口小学校の土肥辺地地区の児童を送迎するためのスクールバス 1台を更新する。 

土肥辺地は、山口小学校から 5km～10 kmと遠距離の為、スクールバスでの送迎が必要

である。 

 更新が必要なバスは平成 15年 1月登録であり 16年が経過しているため、走行距離も

平成 30年 10月末で 32万 kmを超え、更新時期を迎えている。 

 対象児童は今後 6年間で最大 20人の為、25人乗りマイクロバスを購入する。 

 

 

○神子畑選鉱場跡整備事業 

神子畑地域にある神子畑選鉱場跡は、日本遺産「播但貫く 銀の馬車道 鉱石の道」

の主要な構成資産である。平成 29年の認定以来、急激に観光客が増加している。 

神子畑選鉱場跡に公衆トイレや展示室、販売スペース等を備えた神子畑地域の振興へ

向けた施設を整備する。 

（記載要領） 

 まず、総論について記述し、その後事業ごと（道路なら個別路線ごと）に、①必要性、

②緊急性、③効果について詳述すること。 
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辺地総合整備計画策定（変更）に係る理由書 

市 町 名 朝来市 辺 地 名  多々良木冷田辺地  
○市道新多々良木線 交通安全施設整備事業 
本路線は多々良木地区の重要な幹線道路である。特に多々良木ダムへ向かう幹線

道路であり、電力関係の大型車両や、観光客の利用が多い路線である。 
特に行楽シーズンにはツーリングの単車等が多く往来する。 
道路の交通安全施設の老朽化により、車両の走行に支障があるため、本路線の道

路交通安全施設整備工事を実施する。  
（記載要領）  まず、総論について記述し、その後事業ごと（道路なら個別路線ごと）に、①必要性、
②緊急性、③効果について詳述すること。 
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